
 

 

八 戸 市 前 金 払 取 扱 要 領  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 当 市 が 発 注 す る 公 共 工 事 の 前 払 金 保 証 事 業 に 関 す

る 法 律（ 昭 和 27年 法 律 第 18 4号 。以 下「 法 律 」と い う 。）第 ２ 条 第 １ 項

に 規 定 す る 公 共 工 事 に つ い て 、 請 負 者 の 調 達 資 金 の 安 定 化 を 図 る こ と

に よ り 、 公 共 工 事 の 適 正 な 施 工 に 寄 与 す る た め 、 前 金 払 を 行 う こ と と

し 、 そ の 取 扱 い に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 前 金 払 の 対 象 と な る 契 約 ）  

第 ２ 条  前 金 払 は 、請 負 代 金 額 又 は 委 託 料 が 50 0万 円 以 上 で 工 事 期 間 又 は

委 託 期 間 が 90日 間 以 上 に わ た る 契 約 に 限 り 、 行 う こ と が で き る 。  

 （ 前 金 払 の 支 払 限 度 額 ）  

第 ３ 条  前 金 払 は 、 請 負 代 金 額 の 10分 の ４ 以 内 の 額 又 は 委 託 料 の 10分 の

３ 以 内 の 額 で 行 う こ と が で き る 。  

 （ 前 金 払 の 請 求 及 び 支 払 ）  

第 ４ 条  前 金 払 は 、 契 約 の 相 手 方 の 請 求 に よ り 行 う 。  

２  前 項 の 請 求 は 、 前 金 払 申 請 書 （ 別 記 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 前 金 払 申 請 書 に は 、 法 律 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る

保 証 事 業 会 社 と 契 約 書 記 載 の 工 事 完 成 の 時 期 又 は 履 行 期 限 を 保 証 期 限

と す る 同 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 保 証 契 約 を 締 結 し た 旨 の 保 証 証 書 を 添 付

す る こ と を 要 す る 。  

３  前 払 金 は 、 第 １ 項 の 請 求 が あ っ た 日 か ら 14日 以 内 に 保 証 書 に 記 載 さ

れ た 預 託 銀 行 に 振 り 込 む 方 法 に よ り 支 払 う も の と す る 。  

 （ 前 払 金 の 使 途 ）  

第 ５ 条  前 条 の 規 定 に よ り 支 払 わ れ た 前 払 金 は 、当 該 公 共 工 事 の 材 料 費 、

労 務 費 、 機 械 器 具 の 賃 借 料 、 機 械 購 入 費 （ 当 該 公 共 工 事 に お い て 償 却

さ れ る 割 合 に 相 当 す る 額 に 限 る 。 ） 、 動 力 費 、 支 払 運 賃 、 修 繕 費 、 仮

設 費 、 労 働 者 災 害 補 償 保 険 料 及 び 保 証 料 に 相 当 す る 額 と し て 必 要 な 経

費 に 充 当 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 前 払 金 の 増 額 又 は 減 額 ）  

第 ６ 条  前 払 金 の 支 払 後 、 設 計 変 更 そ の 他 の 事 由 に よ り 請 負 代 金 額 又 は

委 託 料 を 著 し く 増 額 し た 場 合 は 、 増 額 後 の 請 負 代 金 額 又 は 委 託 料 に つ

い て 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 計 算 し て 得 ら れ る 前 払 金 の 支 払 限 度 額 か ら 既

に 支 払 っ た 前 払 金 の 額 を 控 除 し て 得 た 額 の 範 囲 内 で 前 金 払 を 行 う こ と

が で き る 。  

２  前 払 金 の 支 払 後 、 設 計 変 更 そ の 他 の 事 由 に よ り 請 負 代 金 額 又 は 委 託

料 を 著 し く 減 額 し た 場 合 は 、 既 に 支 払 っ た 前 払 金 の 額 が 減 額 後 の 請 負

代 金 額 又 は 委 託 料 の 10分 の ５ を 超 え る と き は 、 請 負 代 金 額 又 は 委 託 料

を 減 額 し た 日 か ら 30日 以 内 に 当 該 超 過 額 を 返 還 さ せ る も の と す る 。 た

だ し 、 そ の 額 が 10 0万 円 を 超 え な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  前 項 の 超 過 額 が 相 当 の 額 に 達 し 、 返 還 さ せ る こ と が 前 払 金 の 使 用 状

況 か ら み て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 相 手 方 と の 協 議



 

 

に よ り 返 還 さ せ る べ き 額 を 減 額 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 請 負 代 金

額 又 は 委 託 料 が 減 額 さ れ た 日 か ら 20日 以 内 に 協 議 が 整 わ な い 場 合 に は 、

当 市 が 定 め 、 相 手 方 に 通 知 す る も の と す る 。  

４  第 ２ 項 に 定 め る 期 間 内 に 超 過 額 を 返 還 し な い と き は 、 そ の 未 返 還 額

に つ き 、 同 項 の 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 返 還 を す る 日 ま で の 期 間 に つ い

て 、そ の 日 数 に 応 じ 、年 3. 6パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 額 の 遅 延 利 息

の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。  

 （ 複 数 年 度 に わ た る 公 共 工 事 に つ い て の 特 例 ）  

第 ７ 条  債 務 負 担 行 為 又 は 継 続 費 に よ り 工 事 期 間 又 は 委 託 期 間 が 複 数 の

年 度 に わ た る 場 合 の 前 金 払 に つ い て は 、 第 ２ 条 中 「 請 負 代 金 額 又 は 委

託 料 」 と あ る の は 「 当 該 年 度 に お け る 出 来 高 予 定 額 」 と 、 「 工 事 期 間

又 は 委 託 期 間 」と あ る の は「 当 該 年 度 に お け る 工 事 期 間 又 は 委 託 期 間 」

と 、第 ３ 条 中「 請 負 代 金 額 」と あ り 、及 び「 委 託 料 」と あ る の は 、「当

該 年 度 に お け る 出 来 高 予 定 額 」 と 、 第 ４ 条 第 ２ 項 中 「 契 約 書 記 載 の 工

事 完 成 の 時 期 又 は 履 行 期 限 」 と あ る の は 「 最 終 の 年 度 に あ っ て は 契 約

書 記 載 の 工 事 完 成 の 時 期 又 は 履 行 期 限 、 そ の 他 の 年 度 に あ っ て は 各 年

度 末 」 と 、 第 ６ 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 中 「 請 負 代 金 額 又 は 委

託 料 」 と あ る の は 「 当 該 年 度 に お け る 出 来 高 予 定 額 」 と 読 み 替 え て 行

う も の と す る 。  

２  繰 越 明 許 費 に よ り 工 事 期 間 又 は 委 託 期 間 が 翌 年 度 に わ た る 場 合 は 、

変 更 後 の 工 事 期 間 又 は 委 託 期 間 が 90日 間 以 上 に わ た る 契 約 に つ い て も 、

前 金 払 を 行 う こ と が で き る 。  

 

 

   附  則  

１  こ の 要 領 は 、 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

２  前 払 金 制 度 実 施 要 領 （ 昭 和 46年 ４ 月 １ 日 実 施 ） は 、 廃 止 す る 。  

３  削 除  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 13年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 15年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

   附  則  

１  こ の 要 領 は 、 平 成 17年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

２  改 正 後 の 八 戸 市 前 金 払 取 扱 要 領 の 規 定 は 、 平 成 17年 ４ 月 １ 日 以 後 に

公 告 又 は 指 名 通 知 を 行 う 公 共 工 事 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 公 告 又 は

指 名 通 知 を 行 っ た 公 共 工 事 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則  

１  こ の 要 領 は 、 平 成 21年 ４ 月 １ 日 か ら 実 施 す る 。  

２  改 正 後 の 八 戸 市 前 金 払 取 扱 要 領 の 規 定 は 、 平 成 21年 ４ 月 １ 日 以 後 に

公 告 又 は 指 名 通 知 を 行 う 公 共 工 事 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 公 告 又 は

指 名 通 知 を 行 っ た 公 共 工 事 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  



前 金 払 申 請 書

申請 平成 年 月 日

（ あ て 先 ） 八 戸 市 長

住 所

請負人 商号又は名称

代 表 者 氏 名 印

貴市と工事請負契約（委託契約）を締結した次の工事（委託）について、

平成 年 月 日 保証事業会社との間に貴市を被保証者とする保証

契約を締結したので前金払をしてくださるよう申請します。

工事（委託） 請負代金額（委託料）

第 号 円

名称

工 事 場所

（委 託）

期間

平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

前払金申請額

（注１）保証事業会社と締結した保証証書（正・副本）を添付すること。

（注２）請求書（任意様式）及び工事内訳票を添付すること。

別記様式（第４条関係）




